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第8回百条委員会の 
お知らせ 

◆と き：7月５日（月）９：３０開会 
◆ところ：甲良町役場2階会議室 
去る 23 日、第 7 回委員会を開催。藤堂一

彦委員長の提案で村田前議会事務局長への

黙とうをささげた後、今後の審議内容を協

議。協議の中で、数人の議員は、百条委員会

の設置に賛成したけれども、「談合疑惑」を

認めたわけではないなどと発言。また百条委

員会が事務局長を追い詰めたとも発言。疑惑

の解明に何が必要かという意見よりも「委員

長への質問」に終始しました。 

西澤議員は事務局長の無念にこたえるため

にも、議員を含む３人の逮捕事件が起きたから

こそ本調査委員会が町民の付託に一層応えて

努力しなければならない―など発言。全員が意

見を述べた結果以下のように決定しました。 

◆参考人＝入札事務担当職員2人：入札事務

にかかわる知り得る事実について。 

◆証人＝☆濱野工務店代表者：入札指名から

入札参加にかかわる経緯について。 

☆元総務主監：指名基準変更の経緯

について。入札事務執行の公正さ確

保などについて。 

◆次回は７月５，６日いずれかを委員長に一任

し、後に上記の通り委員長から通知されまし

た。 

どなたも傍聴できま

す 

「 談合疑惑」が発覚してからもうすぐ一年になります。

住民側から「談合による不当な契約」の解除や損害金返還を

求める場合、「当該事件が起きてから１年以内」という制約

のカベから逃れることはできません。そこで、私達は住民の

有志と共同して「住民監査請求」を提出することを決意して

います。この「住民監査請求」は“おかしい”と考える理由

をつけて一人でも起こせますが、できるだけ多くの町民が立

場の違いを超えて共同することが大切です。 

西澤議員は、６月議会の一般質問でも、同様の立場を表明

し、山﨑前町長の下で引き起こされた、事務事業のゆがみ、

実際に生じた損失にも北川町長が毅然と対応することを求め

ました。 

 

 

ですから、本年７月９日までに、先ず、「住民監査請求」

を提出いたします。急な呼びかけとなりますが、関心のある

方、希望される方（選挙権が甲良町にある町民）の連絡をお

待ちしています。「住民監査請求」の文案などをお知らせし

ます。 

菅首相がぶちあげた「消費税 10％」に

国民の不安と怒りが広がっています。日本

共産党の志位委員長は６月 28日、千葉県

内の街頭演説の中で、「日本の法人税は高

すぎる」という財界の言い分が、まったく

事実と違うことを指摘。その中で「三大メ

ガバンクグループ傘下の６銀行は、10年

以上、法人税を全く払っていない」との事

実を告発しました（下グラフ）。 

▲「しんぶん赤旗」6月 29 日より 


